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建 築 の し お り  

 



１． 建 築 の 法 的 規 制 

 

  １．用途 

    ＜用途地域＞ 

      第一種中高層住居専用地域 

 

  ２．建ペイ率・容積率 

    ＜建ペイ率＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ６０％ 

    ＜容 積 率＞ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ２００％ 

 

  ３．高さ及び斜線の制限 

    ＜北側斜線制限＞ 

      建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界 

      線までの真北方向の水平距離の１.２５倍に１０ｍを加えた高さ以下。 

 

    ＜隣地斜線制限＞ 

      建築物の各部分の高さは、当該部分から隣地境界線までの水平距離の１.２５倍した 

      数値に２０ｍを加えた数値以下。 

 

    ＜道路斜線制限＞ 

      建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離

の１.２５倍以下。 

 

＜日影規制＞ 

   高さが 10ｍを超える建築物は、冬至日の午前 8時から午後 4時の間において平均地盤面 

から４ｍの高さにおける敷地境界線５ｍ超、10m迄の範囲に 4時間、１０ｍ超の範囲に 

2.5時間以上の日影を生じさせないこと。 

 

２． 外構計画・宅地内計画のガイドライン 

  １．擁壁について 

      擁壁を設置するにあたり、道路の地盤高より高さ１ｍを超える盛土又は高さ２ｍを

超える切土となる場合、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請」が必要

となります。 

 

  ２．広告塔・看板の制限 

      住宅地としての環境を美しく保つために、看板・広告塔・装飾塔・その他これらに類

するものは必要最低限の大きさで、且つ、隣接建築物や周辺住宅地の環境に支障がな

いものとして下さい。 

   

 



３．ゴミ集積場 

      ゴミ集積場は、美観上・衛生上からも常に美しく、清潔に保つようにして下さい。 

 

  ４．敷地内の緑化 

      敷地内の空地部分は植木等を植樹し、できるだけ緑化に努めるものとします。 

 

  ５．門・車庫の扉 

      門扉は内開き構造又は引き違い構造等とし、やむを得ず外開きの場合は、開放時に敷

地境界線を超えてはなりません。 

 

  ６．宅地の地盤高 

      建築物の敷地の地盤高の標高は、当該宅地の造成工事竣工時における現況地盤面の      

高さを維持し、変更してはなりません。 

      但し、所轄官庁及び管理会社の同意があれば、この限りではありません。 

 

  ７．擁壁天端 

      石積・塀等の構築物は、空中においても敷地境界線を超えてはいけません。 

 

  ８．空地の管理 

      購入宅地は、美観上・衛生上からも管理に十分注意し、定期的に草刈り・清掃を行う

ものとします。 

 

  ９．宅地の分割 

      売買物件の分割はできないものとします。但し、汚水処理施設の処理能力の限度内で

所轄官庁の許可及び管理会社の同意があり、且つ、分割後の宅地が１区画あたり 

１４０㎡以上である場合に限り分割は可能とします。 

 

  １０．建築戸数の制限 

      建築できる建物は原則として１区画あたり１戸とします。但し、汚水処理施設の処理

能力に限度があるため、共同住宅・寄宿舎・診療所・その他これらに類するものを建

築する場合は、所轄官庁の許可及び管理会社の同意がある場合に限り建築できるも

のとします。 

 

 11．建築階数の制限 

   タウン内の良好な住環境を守るため、建築できる建物は地上２階建てまでとし、３階

建ては建築できないものとします。 

 

  

 

 

 

 



３． 白浜マーメイドタウンアフターサービス基準 

 

  １．売買物件のアフターサービスは、下記記載の事項・期間の範囲内で、売主の査定に 

      より設定された事項について行います。 

 

部位・設備 現  象  例 期      間 

土 地 地下湧水・陥没 ２    年 

石 積 ・ 擁 壁  崩 壊 ２    年 

埋設管(排水)  接 続 不 良 ２    年 

 

      又、本分譲地には、盛土部分と切土部分があります。上記以外の事項、盛土か切土 

      か、土壌の内容(岩・石・砂・粘土）、水はけ、地耐力、その他土地の土質について 

      は原状にて引渡します。 

 

  ２．アフターサービス基準の期間の起算日は、売買不動産の物件引渡しの日とします。 

 

  ３．建物のアフターサービスについては、原則として原状有姿にて引渡しますが、隠れ 

      たる瑕疵については、法律に定められた範囲又は建設会社の保証基準に基づく範囲 

      で建設会社がアフターサービスを行います。 

 

 

４． 温 泉 管 保 全 施 工 基 準 

 

  １．目的 

      この基準は温泉管の保全維持管理のための基準である。 

 

  ２．基準設定のための理由 

      団地内道路は白浜町へ移管済のため、民間管理の温泉管をそれぞれの宅地内に配管 

      敷設しているため。 

 

  ３．法的保全処置 

      土地を所有する所有権者が温泉管保全維持管理のための地役権の設定を行い、これ 

      を保全する。 

 

  ４．地役権設定範囲 

      温泉管保全のための地役権は、温泉管の計画敷設位置に設定する。敷設位置は宅地 

      によってそれぞれ異なるが、新興産ビル株式会社、白浜マーメイドタウン株式会社 

      の定める位置とする。 

   



５．相互協力 

      宅地所有者は、地役権の設定された土地の配管保全や修理のための工事には異論な 

      く協力するものとする。 

 

  ６．復旧 

      温泉管の保全修理のための工事が完成した場合は、施工者は速やかに原状へ復旧す 

      るものとする。 

 

  ７．施工基準 

     ⑴ 基本的に下記の図の位置に配管する。 

     ⑵ 地役権の設定された土地には土間コンクリート以外の構造物や固定された不動の 

        構築物の構築はできない。 

        但し、次の事項は管理側と十分協議し施工の承認を得ること。 

         ① 土間コンクリートの打設とその厚み及び仕上げ 

         ② 敷設方向に対する直角方向の擁壁 

         ③ 固定しない物の設置 

         ④ 隣接する構造物の基礎等 

     ⑶ 各宅地（敷地）内における受泉のための温泉引込管には、温泉水水抜きのための 

        排水設備（ドレイン）を設置しなければならない。この水抜き管は雨水桝か雨水 

        排水管に接続しなければならないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 建築着工に際しての留意事項 

 

 

境界線 

布基礎 温泉管 

２００ 

土間８０ 

２００ 

 

【施 工 図】 

道路 



５. 建築着工に際しての留意事項 

 

  １．新興産ビル株式会社宛、着工届を提出して下さい。 

     

  ２．外構工事・造園工事等の施工にあたっては、温泉水配水管地役権に基づき、道路と 

      の境界線から２０㎝以内の所に引き込んである温泉配水管を損傷することがないよ 

      う、万全の注意を払って下さい。 

      万一、温泉配水管を損傷された場合、損害賠償の対象になります。 

 

  ３．温泉配水される場合は、その引き込み工事と排水について、白浜マーメイドタウン 

   管理事務所と必ず事前に協議して下さい。 

 

  ４．本宅地の上水道については、２０㎜の水道管を引き込むことを前提としています。 

      水道管の屋内配管には、必ず２０㎜のパイプをご使用下さい。 

 

  ５．白浜マーメイドタウン内の分譲地土地のうち、宅地面が比較的高い区画の土地又は 

      ２階以上の部分においては、常時又は条件によって水圧が０.２MPaを下回る可能性 

      があります。この場合には購入者にて圧力ポンプ等を設置して下さい。 

 

  ６．白浜マーメイドタウン内の分譲地の一部においては、外構・擁壁や基礎工事にあた 

      り、湿気を防止するための水抜きや雨水・汚水桝等の対策を十分に行って下さい。 

 

  ７．擁壁については宅地面の高さが高い敷地の所有者の責任で、原則としてコンクリー 

      ト擁壁にて施工するものとします。 

      施工方法や擁壁については必ず管理会社と協議の上決定するものとします。 

      尚、宅地面の高さが低い敷地の所有者は、隣接する宅地面が高い敷地の所有者が擁 

      壁工事を施工する場合、工事を異議なく了承し、工事にあたっては工事に必要な範 

      囲で自己の土地を使用させ、工事に協力するものとします。 

 

  ８．境界の垣根・フェンス等については、宅地面の高さが高い敷地の所有者の責任にて 

      施工します。 

 

 ９．飲食店等の建築を予定される場合、油水分離桝を設定して頂く場合がありますので 

   事前に管理事務所と協議して下さい。 

 

１０．地盤調査の日時を事前に連絡し、現場の指示を仰いで下さい。 

 

１１．工事期間中厳守すべき事項 

      施工に際しては、次の件を工事業者に指示し厳守させて下さい。 

      ⑴ 日曜日・祝祭日は工事を行わない。 

      ⑵ 工事現場から外部にビニール袋・たばこの吸殻・カン・ビン・弁当殻等いかな 

         るゴミも絶対に出さないこと。 



       ⑶ 簡易トイレの設置場所には留意し、隣近所に迷惑がある場合、速やかに移動す 

          ること。 

       ⑷ 着工に際しては、隣地所有者及び近所の住民に、工事開始の挨拶と工事の内容 

          説明をすること。 

       ⑸ 周囲の土地を通行又は利用する場合、絶対無断で進入しないこと。必要な場合 

          は必ず土地所有者の許可を得ること。 

       ⑹ 現場の監督は、責任をもって上記の件を工事関係者全員へ指示、徹底すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表『建築着工にあたっての遵守事項』 

 

 

 

１． 工事期間内の≪日曜日≫≪祝祭日≫は工事を行わない。 

 

２． 建築現場より出るゴミ（空缶、紙屑、たばこの吸殻を含む）は、責任をも 

     って処分すること。 

 

３． 工事用簡易トイレを設置する場合は、近隣住宅に配慮の上設置すること。 

 

４． 工事用車両の駐車は、近隣住民の通行を妨げないようにすること。 

 

５． 空地を利用する場合は、管理事務所の承諾を得ること。個人所有地は絶対 

     利用しないこと。 

 

６． 建築着工前に地盤調査や、敷地内に車両が入る場合には、あらかじめ管理

事務所に連絡すること。 

 

７． 以上、現場責任者より工事関係者全員への支持を徹底すること。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


